
5 所 管事項

27 







するとともに、尽に対して、負担金の予算の確保を要望していく必要があります。

また、国が市町の地籍調査の一部を実施する基本調査制は、令和 2年度から

リモートセンシング技術等の先進的・効率的な手法を用いて行われますが、この新

手法で作成された成果が法務局に受理された実績がないことから、基本調査を

要望することに消極的な市町があります。このため、新手法による実績を重ねていく

とともに、新手法が確立されるまでは、従来手法でも基本調査を実施するよう

要望していく必要があります。

(4)令和元年度の取組

令手口元年度は、国の負担金や、交付金を活用し、南海トラフ地震等の大規模災害

に備えた地籍調査や、国の近畿自動車道紀勢線の整備に向けた地籍調査の促進など

に取り組むとともに、国に対しては、市町と連携して予算の確保と国直轄事業の制

度拡充を要望しました。

また、休止市町(令和元年度は、四日市市、松阪市、菰野町、大紀町の4市町)

に対して、首長を直接訪問するなど地籍調査の再開を促した結果、四日市市が令

和2年度から再開することとなりました。

2 今後の取組について

引き続き、市町の要望に応じた国の予算が確保されるよう、国に対して強く働

きかけていきます。また、南海トラフ地震等の大規模災害時に備えた復旧・復興

対策の推進や、インフラ整備の円滑化など、緊急性が高いと考えられる地区に注

力するとともに、新技術の導入や、基本調査の積極的な活用など、市町と連携し

て効果的・効率的に取り組みます。

さらに、財政状況が厳しい中においても効率的な事業執行がなされるよう、

国や他県の事例研究などをふまえて、研修会や地籍アドバイザー引の活用により

市町への助言に努めます。

※1 社会資本整備円滑化地籍整備交付金

県や市町が作成した「社会資本総合整備計画j に位置付けられる道路や砂防などの

主要事業に関連した事業として地籍調査を位置づけて実施する事業

※2 基本調査(効率的手法導入推進基本調査)

との基本誠査(国直轄事業)は、「リモートセンシングPデータ活用型」と rMMS(モ

ービルマッピングシステム)等活用型」の2種類があり、従来の「山村境界基本調査J

や「都市部官民境界基本調査」から移行する形となっている。

地籍調査の円滑化・迅速化のために導入する地域特性に応じた先進的・効率的な手法

について、国が当該手i去を活用して地籍調査に役立つ基礎的な情報を整備し、当該手

法の活用事例を蓄積・普及させることで、市町におけ奇効率的な地籍調査手法の導入

推進を図ることを目的としている。

※3 地籍アドバイザー

地籍調査に関する高度な知識を持った専門家で、市町村等における地籍調資実務の

経験者、土地家屋調査士、測量士等から構成されている。

予算額 (R1) 2 5 7， 5 2 6千円 → (R2) 2 5 9， 5 3 9千円

(2月補正含みベース)
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(2)今後の取組

「中部国際空港利用促進協議会」、「中部国際空港二本自滑走路建設促進期成同

盟会Jの活動を通じて、利用促進・需要拡大・機能強化区向けた取組を進めます。

利用促進では、新型コロナウイルス感染症の収束を見極めながら、国のGo

Toキャンペーン事業と連携を図るなど、関係機関とともに利用回帰に向けた取

組を進めます。

3 生活交通対策(地域鉄道及び在来線)について

( 1 )現状・課題

利用者の減少による採算の悪化により、地方の鉄道路線を民間鉄道事業者が単

独で維持することが困難になってきたことから、沿線自治体が鉄道経営に参画し、

路線の維持を関るという事例が全国的に見られます。

このように沿線自治体の負担が増す中、県民の生活交通において大きな役割を

担っている地域鉄道の維持が図られるよう、一層の利用促進に取り組むとともに、

国に対しでもさらなる支援の強化を求めていく必要があります。

また、「関西本線」や「名松線」、「紀勢本線Jなど在来線についても利用者の

減少が課題となっている中、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が重なり、

路線によっては減便等も危慎されることから、より一層の利用促進を図る必要が

あります。

(2)今後の取組

地域鉄道が実施する鉄道輸送の安全性確保対策などの事業等に対し、国や沿線

市町と協調して補助するとともに、路線の維持・確保を図るため、固に対してさ

らなる支援策の検討を求めていきます。

県内の鉄道交通体系の維持に重要な役割を担う「伊勢鉄道」については、県お

よび関係市町で構成する「伊勢鉄道経営改善会議Jにおいて事業の進捗を管理・

共有しながら経営の安定化と安全運行の確保、並びに利用促進を図ります。

また、新型コロナウイルス感染症の収束を見極めながら、「三重県鉄道網整備

促進期成同盟会」や、「関西本線整備・利用促進連盟Jおよび iJ R名松線沿線

地域活性化協議会Jを通じ、沿線市町や関係府県等と連携し在来線や地域鉄道の

利用回帰・利用促進に向けた取組を進めていきます。

4 生活交通対策(パス)について

( 1 )現状・課題

近年では人口減少や少子化の進行等により利用者は減少傾向にある中、今般の

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、さらに利用者の減少が進んでいます。

加えて、深刻な運転士不足などにより、路線パス事業を取り巻く環境は厳しい状

況にあります。こうした中、市町は、事業者の廃止路線を引き継いで運行する廃

止代替パスや、コミュニティパス、デマンドタクシーなど住民の身近な移動手段

の確保に努めるとともに、県は、複数市町をまたぐ「地域閥幹線パスj への補助

を行うことにより広域的な移動手段の確保に努めています。
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また、利用状況が特に悪い路線について、県では、路線の維持に向け、パス事

業者、関係市町、園、県による「検討路線関係者会議Jを際催し、路線ごとに利

用促進等の対策を進めているところです。

(2)今後の取組

パス、鉄道など生活交通のネットワーク化と利用促進を図るため、市町の地域

公共交通会議等に参画するなどにより、路線パスやコミュニティパス等の維持・

活性化に向けた検討を進めます。

また、「地域間幹線バスJに対しては、国との協調補助により路線の維持・確

保を図るとともに、このままでは補助基準を満たさず廃止が避けられなくなる路

線については、早い段階からパス事業者や沿線の自治体、地域と連携し、沿線の

学校にも協力を求めるなどして効果的な利用促進に取り組みます。

加えて、「地域間幹線パス」のさらなる利便性の向上等を図るため、パスの利

用者に利用目的、利用区間などの聴き取り調査を行います。

※「地域間幹線バスjの主な定義*複数市町村にまたがる系統であること。仙3/3/31時点)

* 1日当たりの計画運行回数が3往復以上であること。
*輸送量が 15 人~150 人/日で経常赤字が見込まれること。

5 次世代モピリティ等の導入支援について

( 1 )現状・課題

近年、高齢遼転者による交通事故の多発が社会問題化し、運転免許の返納件数が

増加傾向にある中、免許返納後の日常生活の移動手段の確保が求められています。

こうした課題に対応するため、交通と福祉が連携した取組の検討や、自動運転技術

やMaaSなどの次世代モピリティを活用した新たな移動手段の導入に向けた実証事業

に市町等とともに取り組んでいます。

(2)今後の取組

車を持たない高齢者などの円滑な移動を支援するため、地域の実情に応じた、福祉

をはじめとする関係分野と連携した取組や、自動運転パスの実証実験およひ+デマンド

タクシーへのAI自己車システム導入の取総などをモデル事業として市町等と進めるとども

に、 MaaS等の新技術を活用した新たな移動手段の導入について検討を行う地域や

市町の取組に参画し、支援します。また、これらの取組を核としながら、円滑な移動手

段の確保に取り組む地域の拡大を図ります。

なお、モデル事業の実施にあたっては、実証実験などでより多くの方々にご利用い

ただき、ご意見をお聞かせいただくことが必要であることから、新型コロナウィ勺レスの感

染状況を確認しながら、現在、市町と調整を行うなど、準備を進めているところです。

6 モピリティ・マネジメントの取組について

( 1 )現状・課題

県民が公共交通の有効性を理解し、目的や状況等に合わせて自家用車とパス、

鉄道、タクシーや自転車などの移動手段を適切に使い分けるととを促す「モビリ

ティ・マネジメントj を推進するため、様々なイベントと連携した啓発活動に取

り組んでいます。
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また、コミュニティパスなど公共交通の利便性を高めるため、インターネット

での検索機能に対応させる「三重県公共交通ネットワーク見える化J(以下、「公

共交通見える化Jという。)の取組などを行っています。

加えて、「県民も来訪者も自転車を安全で快適に利用できる環境づくり」をめ

ざし、昨年度策定した、「三重県自転車活用推進計画Jに基づく施策を進める必

要があります。

(2 )今後の取組

次世代モビリティ等を活用した高齢者向けのセミナーやイベントの開催、高校

生を対象とした啓発活動など、公共交通の利用促進については、より多くの方々

に参加いただき実施することが効果的であるととから、新型コロナウイルス感染

症の収束を見極めながら、取組を進めていきます。

また、「公共交通見える化Jについて、インターネットの路線検索機能に対応

するため、コミュニティパス路線の時刻表や運行経路等の情報を、国が定める標

準的なフォーマット形式で公開するなど、公共交通の利便性を高めるための取組

を進めます。

さらに、「三重県自転車活用推進計画j に基づく施策について、自転車の取組

を進める市町など関係機関等と連携して着実に進めます。

予算額:(Rl) 4 8 1， 0 0 9千円 → (R2) 6 0 7， 3 7 9千円
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(4) r県と市町の地域づくり連携・協働協議会Jの取組について

1 協議会の設置

( 1 )目的・経緯

県と市町が連携の強化をはかり、協働して地域づくりの基盤を整備し、

地域づくりを推進するため、 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会j

(以下「協議会」という。)を平成2;1年2月に設置しました。

( 2 )協議会の位置づけ

協議会の取組は、平成 21年4月から「三重県地域づくり推進条例J(平

成 20年5月初日施行、以下「条例Jという。)第4条第 1項で規定された

「地域づくりが円滑かっ効果的に行われる仕組み」として位置づけていま

す。

2 協議会の仕組み(別紙参照)

( 1 )役員・構成員

会長一三重県知事

副会長一三重県市長会会長、三重県町村会会長、

三重県地域連携部を担任する副知事

構成員一市町長、副知事、危機管理統括監、県各部局長等および地域防

災総合事務所長、地域活性化局長

※協議会は、県と市町が対等な関係で設置する共管組織です。

( 2 )紹織

全県会議 県内の全県的な政策課題等の協議・検討

地域会議 地域防災総合事務所および地域活性化局単位で、市町の地域

づくりに関する課題の協議・検討

3 今後の取組

( 1 )全県会議の取組

全県会議では、昨年度に引き続き iLGBT支援施策の連携J、 「スマ

ート自治体推進Jをテーマに検討会議を設置し、全県的な課題の協議・検

討を進めます。

また、平成29年度から令和元年度までの 3年間、中山間地域におけるコ

ミュニティづくりを担う人材の育成研修「みえのみらいづくり塾Jを開講

しました。研修では受講生が中心となり地元地域でワークショッブを開

催し、住民が地域の課題を話し合い、解決に向けた活動のきっかけとなる

取組を実施しました。こうした取組がより多くの地域で展開されるとと

もに、若者のカを地域コミュニティの活性化に生かす取組等が促進され

るよう、新たな検討会議のテーマ「持続可能な地域コミュニティづくり」

において、協議・検討を進めます。
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3 令和 2年度の取組

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対面での相談が困難となって

いることから、電話、メールに加えてWEBでの相談の受付を開始するなど、

対面によらない相談の充実を図っています。

( 1 )ワンストップできめ細かな移住相談体制 (6月以降の予定)

①首都圏における相談体制

常設の羽田炎窓口に加えて、移住相談会 (4回程度)、 U.1ターン就職

セミナー (4回程度)を実施します。

②関西圏における移住相談体制

移住相談デスク(15回程度)、移住相談会 (3回程度)を実施します。

③中京圏における移住相談体制

移住相談デスク (5回程度)、移住相談会 (2回程度)を実施します。

※4・5月の移住相談会等は中止しましたが、 6月以降の相談会については、

市町と連携し、首都圏 l図、関商圏 l回をWEBによるオンラインセミナ

ーとして実施することとしています。

( 2 )総合的な情報発信と気運の醸成

年度当初に予定されていた全国フェアは中止となりましたが、年度後半に

予定されている全国フェアへの出展や他県との連携によるプロモーション

を行うとともに、引き続き、ホームページ等による情報発信を行っています。

今年度新たに、首都圏に移住希望者のコミュニティ(東京スクヱア)、県内

に移住者や移住者の受け入れを希望する地域の人等のコミュニティ(三重ス

クエア)を形成し、移住希望者が継続的に移住者や地域と関わり、交流する

ためのプラットフォームを整えます。

また、新たに「三重暮らし応援コンシェルジュ」を設置し、移住者や地域

の人に、「三重スクエア」のコアメンバーとしての活動や、自らの経験、地域

の情報などをもとにした移住希望者からの相談、現地案内などに協力いただ

く取組をスタートします。

これら新規事業の中には、新型コロナウイルスの影響から実施時期等を見

直しているものありますが、「三重スクヱアJメンバーの募集や「三重暮らし

応援コンシェルジュJの選任、 WEB上の交流サイトの構築など実施できる

部分をしっかりと進め、収束後の移住促進につなげていきます。

( 3 )移住者を受け入れる地域の体制整備

移住支援事業について、雇用経済部と連携して就業マッチングサイトの求

人情報の充実を図るとともに、市町とも連携し、あらゆる機会を通じてマッ

テングサイトや当該事業の周知を関り、活用を促進します。

また、市町研修会等を開催し、移住希望者のニーズの共有をするとともに、

移住促進の効果的な手法や課題等について検討し、県と市町、市町向士の連

携強化と、移住者を受け入れる地域のさらなる体制整備を図ります。

予算額:(R 1) 4 3， 2 9 5千円 → (R2) 7 2， 9 5 9千円
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(6) 市町の行財政運営への支援について

県では、県内 29の市町が自主的・自立的な行財政運営を行いながら、県民に必要な行政サ

ービスを効率的・効果的に提供できるよう、市町に対する助言や情報提供など、の支援を行っ

ています。

1 行財政運営

( 1 )現状と課題

県内市町は、厳しい地方財政の中、少子高齢化や人口減少、公共施設の老朽化などの

今日我が留か直面する課題をはじめ、地域における様々な行政課題に取り組んでいます。

その財政状況については、実質収支が赤字の団体はありませんが、経常収支比率が高止

まりしている団体も多いなど、厳しい財政運営の状況が続いています。

市町において、基礎自治体としての自主性、自立性が確保され、効率的かつ効果的な

行財政運営が安定的に行われるとともに、社会経済情勢の変化やこれに伴う留の制度変

更などへの対応が円滑に行われる必要があります。

(2)今後の取組

今後も引き続き、市町の自主性を尊重しつつ、適切な行財政制度の運用や財政健全化

の取経等について、「市町と県との勉強会jの開催などを通じて、市町に対し必要な助言

や情報提供による支援を行います。

2 権限移譲

( 1 )現状と諜題

全国的に権限移譲が一定進み、厨の分権改革の重点が、期間を区切った全国一律の集

中的な取組から、地方の発意に根差した息の長い取組へ移ってきました。

同時に、市町においては、近年の厳しい財政状況や行政改革による職員数の減少など、

権限移譲の検討に際し個々の課題を抱えていることから、これらの課題を市町と協力し

て克服していくため、自発的かっ詳細にわたる移譲の検討が求められています。

こうした状況をふまえ、平成 29年4月に三重県権限移譲推進方針(第2次改定)を策

定しました。

昨年度は、市町担当者向けに重点的に取り組む移譲事務(農地転用許可等、景観計画

の策定等、屋外広告物の許可等、介護保険法に基づく事業者の指定等、都市計画法に基

づく開発行為の許可等)についての勉強会や個別訪問による意見交換を行った結果、松

阪市が都市計画法に基づ、く事務について移譲の方針決定を行っていただきました。

引き続き、 i司方針に基づき、市町の実情に応じた権限移譲の検討がさらに進むよう、

取り組んでいく必要があります。
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(2)今後の取組

今年度においても、市町の自主性・自立性を尊重し、関係部局と連携しながら、地域

の実情に応じた権限移譲の検討を促進します。

3 地方創生

(l)jJl!伏と課題

平成 26年度に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されたことを受け、平成 27年度

までに県内の全ての市町において「地方版総合戦略Jと「地方人口ビジョン」が策定さ

れ、市町の地方創生の実現に向けて取り組んでいます。

県においては、これまで市町との勉強会や市町訪問による意見交換を開催し、地方

創生関連交付金に係る事業計画の策定支援や、他県の優良事例の紹介など、市町の取

組の実効性が高まるよう、必要な助言や情報提供を行ってきました。

昨年度は、市町総合戦略の最終年度であり、第2期総合戦略に向け、同じく最終年

度を迎え改定を行う県総合戦略との連携をより緊密にするため、市町と県との勉強会

や市町長を対象にしたセミナーを開催するなど、戦略の改定を見据えた情報提供を中

心に支援を行いました。

市町の地方愈i生を実現するためには、総合戦略に位置づ、けられた取組が円滑に行われ、

実施された施策や事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改定するという一連の

プロセスが重要であるため、引き続き、こうしたプロセスが円滑に進むよう、市町の取

組に対し、必要な助言や情報提供等を行う必要があります。

(2)今後の取組

総合戦略に位置付けられた取組を地方創生の実現につなげられるよう、市町との勉強

会などの機会を通じて、国や県の総合戦略の改訂状況や他府県の優良事例等の情報提供

を行うなど、市町の主体的な取組を積極的に支援するとともに、市町との更なる連携の

強化を図ります。

4 新型コロナウイルス感染症対策にかかる市町対応について

市町においては、国の緊急経済対策に関連し、特別定額給付金給付事業や新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金事務の執行、地方税の特例措震などに対応する必要

があり、市町の事務負担は増加しています。

県としては、市町からの様々な問い合わせに丁寧に対応するともに、質問対応等を集約

し共有するなど、事業が円滑に実施できるよう支援しています。

( 1 )特別定額給付金給付事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的

確に家計ーへの支援を行うため、市町が実施主体となり、一律に一人当たり 10万円を給

付することとしており、県では市町が必要とする情報を速やかに提供するなど、的確に

事業が実施されるよう支援しています。
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(2)地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、影響を受けている地域経

済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じて、きめ

細やかに必要な事業を実施できるよう創設されました。

臨時交付金の県内市町分の交付限度額は、第一次分として合計で約52.8億円と示

され、事業実施計画の国への提出期限が5月下旬とされており、県では提出された実施

計画を確認するとともに、運用にかかる情報を収集し提供するなどの支援を行っていま

す。

(3)地方税の特例措置等

閣の緊急経済対策での税制上の措置として、地方税法等が改正され、基本的に全ての

地方税を対象に、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度カt設けられると

ともに、一部の地方税については、軽減や特例の期間延長等の措置が設けられており、

県では市町において適切な運用が図られるよう、必要な情報提供を行うなどの支援を行

っています。

今回の地方税における特例措置に伴う減収に対しては、資金手当のための地方債の発

行や国費での補填が行われることとされています。

予算額:(R1) 1 4 3， 3 3 4千円 → (R2) 1 6 3， 4 0 2千円
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1 地域スポーツの推進

( 1 )現状

(7) スポーツの推進について

①本県のスポーツ推進と地域活性化について

本県では、スポーツの持つ多面的な価値を県民の皆さんと共有し、県民の力を

結集したスポーツによる元気な三重づくりをめざしていくため、平成 30年度に

「第2次三重県スポーツ推進計画Jを策定しました。

乙の計画に基づくさまざまな取級のうち、地域スポーツの推進について、スポ

ーツ推進月間の取組など県民の皆さんがスポーツに参画する(する、みる、支え

る)ための機運醸成や、地域におけるスポーツ活動の推進、スポーツを通じた地

域の活性化に取り組んでいます。

②東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて

新型コロナウイルス感染症の影響による東京 2020大会の延期に伴い、大会を地

方から盛り上げるオリンピック聖火リレーやパラリンピック聖火フェスティパル、

事前キャンプ等の取組についても延期となりました。

聖火リレーと聖火フェスティパルについては、組織委員会の動向を注視しなが

ら運営準備の再開に備えているところであり、事前キャンプについては、誘致し

たすべてのチームに書簡を送付し、「延期後も三重県で実施したい」旨の返答があ

りました。

( 2 )課題

国のスポーツ基本計画では、成人の週 1回以上の運動・スポーツ実施率が3人に

2人 (65%程度:令和3年度)となることが目標とされています(現状値目.6%)。

とれを踏まえて、「第 2次三重県スポーツ推進計画」や[みえ県民カビジョン・

第三次行動計画Jにおいても、 65% (令和 3年度)を目標として取り組んでいま

す(現状値 50.5%)。

目標の達成に向けて、スポーツに参画するための機運醸成や機会の充実が必要で

あることに加えて、現状において目標値を下回っている原因を把握し、啓発方法

も含めた的確な対策を講じていく必要があります。

また、東京 2020大会に向けた聖火リレーや事前キャンプ等の取組を契機として、

スポーツを遥じた交流促進や人材育成をより一層進め、スポーツを通じた地域の

活性化につなげていく必要があります。
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(3 )今後の取紐

①本県のスポーツ推進と地域活性化への取組について

スポーツ推進月間を 9月、 10月に設定し、フォーラムを開催するなど県民の

皆さんがスポーツに参画するための機運醸成を図るとともに、みえスポーツフェ

スティパルや美し国三重市町対抗駅伝を開催するなど県民の皆さんがスポーツに

親しむ機会の充実に努め、地域スポーツの推進と地域の活性化に取り組みます。

また、運動・スポーツ実施率の向上に向けて、階段の利用や家でのストレッチ

など「日常の中で積極的に体を動かすことJも運動・スポーツであることに注カ

した啓発に取り組むとともに、スポーツをしない(できない)原因の調査・分析

を進め、その結果に基づいて実効性のある対策を講じていきます。

県内初の Jリーグチーム誕生に向けた取組として、今後も三重県サッカー協会

を中心とした IJクラブ誕生とスタジアム建設を推進する県民会議」の場で議論

に参画していきます。

②東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組について

オリンピック聖火リレーとパラリンピック聖火フェスティパルの実施に向け、

組織委員会から今後示される方針に沿って、引き続き「オール三重j で運営準備

を進めます。

聖火リレーについては、すでに決定しているルート市町やランナーの皆さんの

意向が最優先され、たくさんの観客の中で行われる「完全な形でのリレーJをめ

ざして、組織委員会等に働きかけていきます。

聖火フェスティバルについては、各市町主催の「採火」及び県主催の「県内集

火・出立式j にかかる具体的な内容の検討を進めます。

また、誘致が決定している事前キャンブについては、各チームと綿密な連絡を

取りながら、円滑な受け入れに向けて準備を進めます。

今後も県内市町・関係団体等と連携して、聖火リレーや事前キャンプ等の取組

のほか、ホストタウンなどの取組による交流促進を図り、スポーツを通じた活気

あるまちづくりをめざして取り組んでいきます。
& 
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2 スポーツ施設の管理運営、整備

( 1 )現状

①スポーツ施設の管理運営

国体・全国障害者スポーツ大会局では、三A交通G スポーツの杜鈴鹿(鈴鹿ス

ポーツガーデン)、三重交通G スポーツの社伊勢(総合競技場)、松飯野球場、ラ

イフル射撃場の4施設を所管しています。いずれも指定管理者制度を活用して(指

定の期間 令和元年度~5年度)、施設の安全性・利便性の確保及び効果的・効率的

な管理運営に努めています。(別紙)

施設名 指定管理者

・三重交通G スポーツの杜鈴鹿 三重県スポーツ協会グループ(※)

・三重交通G スポーツの社伊勢 三重県スポーツ協会グループ(※)

・松飯野球場 (公財)三重県スポーツ協会

-ライフル射撃場 三重県ライフル射撃協会

※(公財)三重県スポーツ協会と(株)ジャパンスポーツ運営による JV

三重県行財政改革取組における新たな財源確保対策の一環として、鈴鹿スポーツ

ガーデン及び総合競技場にネーミングライツを導入しています。三重交通グループ

ホールディングス株式会社をネーミングライツ・パートナーに決定し、平成 26年

10月1白から、それぞれ「三重交通G スポーツの杜鈴鹿JI三重交通G スポーツ

の社伊勢Jを愛称として使用しています。(ネーミングライツ料・両施設で 1000万

円/年、令和6年9月30日までの 10年間)

なお、 5月 15日の新型コロナウイルス感染拡大限止に向けた「三重県緊急事態措

置j の解除を受け、上記4施設についてはトレーニング室等の一部を除き 5月 18B 

から再開したところです。開館にあたっては、マスク着用・手洗い、うがい等の徹

底や手指消毒用アルコール液の設置、換気等の適切な感染防止対策を確実に行うと

ともに、県外に在住する方には、利用の自粛を要請していきます。

今後も引き続き県内をはじめ近隣県の感染状況等を確認しながら、適切に管理運

営を行っていきます。

②スポーツ施設の整備

三重交通G スポーツの杜鈴鹿については、令和 3年の三重ととわか国体・三重

とこわか大会の開催に向け、令和元年度にサッカー・ラグビ一場第 3グラウン

ドの人工芝の張り替えを行いました。

三重交通G スポーツの杜伊勢については、平成 30年の全国高等学校総合体育大

会や令和3年の国体等の開催に向け、平成 27年度から大規模改修を行い、平成 28

年4月に補助競技場の供用を開始し、平成 29年 10月にメイン競技場の供用を開始
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(8) 競技力向上対策について

1 現状

本県の競技力向上対策については、平成 25年5月に知事を本部長とする三重県競

技力向上対策本部(以下「対策本部Jという。)を設置し、三重県競技力|向上対策基本

方針(以下「基本方針Jという。)を策定しました。

この基本方針において、第 76回国民体育大会での天皇杯(男女総合成績優勝)c• 

皇后杯(女子総合成績優勝)獲得を自標として掲げるとともに、平成 25~27 年度を

「基盤・体制づくり期」、平成 28~30 年度を「育成期j、令和元~3年度を「躍進期」

と設定し、それぞれの期間の天皇杯順位(男女総合成績)の目標を、 20位台、 10位台、

10位以内と定め、計画的に競技力向上対策を進めてきました。

これまで、少年種別では、ジュニアクラブ、中学校・高等学校運動部の強化指定を

行うとともに、国内外で活躍するジュニア・少年選手を「チームみえスーパージュニ

ア」として指定するなど、計画的に育成・強化を進めています。

また、成年種別については、毎年好成績を上げてきたレスリング、ウエイトリフテ

ィング、テニスなどの競技を中心に、選手・チームの強化活動への支援を行うととも

に、選手が不足している競技については、トップアスリートを県内に定着させるため、

県内の企業等の協力を得て就職支援を進めています。

2 課題

令和元年の茨城国体での本県の競技成績は、天皇杯順位(男女総合成績)14位、皇

后杯順位(女子総合成績)20位となり、目標の 10位以内には及びませんでしたが、

天皇杯順位は前年の 20位から躍進し、入賞件数も前年の 83件から 106件に増加する

など、これまでの取組の効果が着実にあらわれてきました。

茨城間体終了後、対策本部の専門委員会等を開催し、開催県として天皇杯・皇后杯

を獲得した茨城県の得点力などを分析するとともに、鹿児島国体や三重とこわか国体

に向けた本県の課題や強化の在り方について検討を震ねてきました。

少年種別では主に中学生を中心とした選手の県外への流出防止や県外出身選手の受

け入れによりチーム体制を整える必要があること、成年種別では全国レベルで戦い得

る選手が不足している競技があることなどの課題が明らかになっています。

加えて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ほとんどの大会が中止・延期さ

れているほか、体育施設の閉鎖や学校部活動の休止などにより、競技力の維持・向上

への影響が懸念されているとともに、外出の自粛要請などにより、トップアスリート

の県内定着(就職支援)のための強豪大学や選手への直接のスカウト活動が円滑に進

められなくなっています。
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3 今後の取組

( 1 )少年種別の強化

少年種別については、選手の県外流出を防ぐとともに、強化指定運動部を中心に県

外からも有力選手の受け入れを進め、こうした選手を中心とした三重とこわか国体に

向けたチームづくりを進めます。

また、これらの選手やチームが三重とこわか国体で確実に勝利できるよう、高等学

校運動部強化指定事業などにより育成・強化を進めるとともに、チームみえ・コーチ

アカデミーセンターの取組を充実させ、指導者の資質向上や指導体制の充実に取り組

みます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、学校部活動などが休止されていたことか

ら、選手に対して、在宅でのトレーニング方策の提供、遠隔によるメンタルトレーニ

ングや栄養指導などを実施することで、競技力の維持・向上を図ってきました。

今後、移動自粛の緩和の動向や、他県の学校部活動の再開状況等をみながら、合宿

や遠征を集中的に実施したり、アドバイザーやトレーナーなど専門スタッフを配置・

派遣するマルチサポートシステムを十分に活用することなどで、鹿児島国体までの短

期間で、選手・チームが競技力のピークを迎えられるよう取り組みます。

(2 )成年種別の強化

成年種別については、本県の選手が活躍できるよう、各競技団体及び県スポーツ協

会と連携し、企業・クラブチームなどの協力も得ながら、競技団体やチーム・選手が

行う強化活動への支援、競技用具や練習環境の整備など、より効果が出る強化対策に

着実に取り組みます。

加えて、選手が不足している競技について、現状では強豪大学や選手への直接のス

カウト活動が困難な状況ではありますが、これまでに培った監督・コーチ等とのネッ

トワークや、選手を採用いただ、いている企業との関係など、を十分に活用し、競技団体

とともに、選手の県内定着を進め、令和3年4月に向け「チームみえJ(三重県選手間)

の完成をめざします。

また、他県の緊急事態措置の解除などの状況に応じて、トップアスリートへの直接

のスカウト活動を加速し県内定着を進めるとともに、対戦相手を想定した強化試合に

よる試合勘の取り戻しゃ、コンディション調整を含めた計画的な強化活動により、競

技力向上を図ります。

今年度は基本方針で位置付けた躍進期の2年目であり、三重とこわか国体の開催が

翌年に迫る中、こうした対策を着実に進め、今年の鹿児島国体で目標とする天皇杯順

位 10位以内をめざすとともにィ三重とこわか国体での天皇杯・皇后杯獲得を確実なも

のとしていきます。

予算額 (R1) 7 9 5， 7 3 9千円 → (R2) 97 4， 7 2 6千円
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@会場整備、警備

昨年度は、伊勢市や競技団体等の関係者と調整を進めながら、関・閉会式会場にお

ける仮設物の配置や参加者動線等にかかる基本設計に取り組みました。

今年度は、基本設計をより具体化、詳細化するための実施設計に取り組むとともに、

関・閉会式では参加者の安全・安心のため、入場管理、車両規制、行幸啓対応など、九

さまざまな警備が必要であることから、警備計画の策定に取り組みます。

(2)競技会について

〔三重とこわか国体〕

宙体競技会については、市町及び灘技団体が主体となり、会場整備及び競技会運営

の準備が進められています。

また、県では、三重とこわか国体の各競技の運営に必要となる競技役員等の養成・

確保に取り組むとともに、市町と協議のうえ、必要な競技用具の整備を進めています。

①市町競技施設整備費補助金

市町による国体競技会の整備にあたっては、施設基準を充足し、選手や観覧者等

の安全を確保していく必要があることから、県では、平成 27年度に市町競技施設整

備費補助金を創設し、支援を行っています。

引き続き、各会場地市町の整備計画や要望額等をヒアリングしながら、各競技施

設の整備に向けて必要とされる支援を行っていきます。

②競技別リハーサル大会運営補助金

令和2年4月に「競技別リハーサル大会運営費補助金」を創設し、市町及び競技

団体によるリハーサル大会の開催を支援しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止される大会が続いていますが、引き

続き、市町及び競技団体と連携し、競技会の開催準備に支障が出ないよう支援を行

っていきます。

@会場地市町運営交付金(仮称)

先催県では、市町による国体競技会の運営経費やおもてなし、デモンストレーシ

ョンスポーツなどに係る経費の交付金制度を設けています。

本県においても、先催県の制度内容を十分ふまえたものとし、市町のご意見も参

考に、今後の制度設計に取り組みます。

〔三重とこわか大会〕

大会競技会については、県が主体となり会場整備及び競技会運営の準備を進めると

ともに、国体同様に競技役員等の養成・確保や競技用具の整庸を計画的に取り組んで

います。

会場設営にあたっては、「安全性、快適性、簡素・効率化Jの視点に留意して競技会

場整備実施設計に取り組むとともに、円滑な競技運営を図るため、競技役員のスキル

向上や競技補助員の確保を進めます。
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(3)開・閉会式及び競技会を通じた取組について

cr輸送、交通対策

選手等参加者を安全・確実かつ円滑に輸送するため、三重ととわか国体の関・閉

会式及び三重とこわか大会全般の輸送実施計画を策定することとしており、昨年度

は、輸送実施計爾の骨子を策定しました。

今年度は、配宿計画等関連計画との調整を図りながら、実施計画の詳細を検討し、

開催年度に計画を確定できるよう進めるとともに、必要となるパスの確保にも取り

緩みます。

②宿泊

宿泊施設を対象に説明会を開催し、両大会への協力を依頼するとともに、宿泊施

設を訪問して客室提供を依頼し、必要な客室の確保に取り組んでいます。

引き続き、宿泊施設への訪問等を行い、客室の確保を進めるとともに、各会場地

市町と連携を図りながら、配宿計画の策定に取り組みます。

③医事衛生等

各会場に設置する救護所における医師・看護獅等の確保に向けて、三重県医師会、

三重県病院協会、三重大学医学部附属病院、三重県歯科医師会、三重県看護協会を

訪問し、派遣等についての相談・協力依頼を行いました。そのうえで昨年度から、

まずは各郡市医師会を訪問し、具体の依頼・調整を行っており、引き続き、医師・

看護師等の派遣について、三重県医師会等の協力を得ながら取り組みます。

また、関・閉会式等の参加者に提供する弁当の調製施設や献立内容の決定に向け

取り組みます。

(4)広報・とこわか運動(県民運動)の展開について

県民力を結集した大会とするため、市町やスポーツチームと連携したPR活動や

節目を生かしたイベントの実施、広報誌や映像を活用した広報等に取り組んでいま

す。

また、県民の皆さんによる主体的な取組である「ととわか運動Jが県内全域に広が

っているほか、さまざまな形で両大会に参加していただけるよう、とこわかダンスの

普及やボランティアの募集などを行っています。(ととわか運動登録件数令和2年

3月末時点:415件)

新型コロナウイルス感染症の影響により、現時点ではダFンスキャラパンやイベン

トでの広報活動等が実施できないため、ホームページやSNSなどにより広報活動

を展開するとともに、今後は、交通広告を活用した広報、秋頃に開催予定のダンスコ

ンテスト、 300日前イベント等の準備を進め、開催に向けてさらなる機運醸成を図り

ます。
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(5)ボランティアの養成について

両大会で活躍いただく、運営ボランティア、情報支援ボランティア、移動支援ボラ

ンティアについては、昨年 10月から募集を行っています。情報支援ボランティアは、

来場者を手話や筆談で支援するなど、専門J性を必要とすることから、関係団体への周

知、啓発活動を行うとともに、養成に向けたテキストの作成などの準備を進めてきま

した。 ザ

情報支援ボランティアの養成講座について、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、スケジュールの変更が生じていますが、カリキュラムの見直しも行いながら、実

施に向けて調整を図っていきます。

また、運営ボランティアと移動支援ボランティアについては、秋頃からの研修実施

に向け準備を進めます。

( 6)募金・企業協賛について

同大会の開催に向けては、個人や企業など、より多くの方々に岡大会を支えていた

だき、県民力を結集した大会の実現と開催機運の醸成を図ることを自的として、 5億

円を目標に募金・企業協賛を実施しています。(企業・団体からの寄附・協賛額令和

2年4月末時点:270， 490千円※申込ベース)

新型コロナウイルス感染症の影響により、現時点では企業訪問が困難となってい

ますが、今後、国内外の経済状況や新型コロナウイルス感染症の状況を考慮したうえ

で、できる限り多くの企業等を訪問しご支援を求めてまいります。

予算額:(R1) 8 1 3， 6 6 2千円 → (R2) 1， 6 0 9， 4 5 9千円
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(11 ) 東紀州地域の活性化について

1 東紀州地域の現状と課題

東紀州地域は、世界遺産である熊野古道をはじめ、歴史、文化、自然等地域資源

に恵まれた地域です。

令和元年には熊野古道が世界遺産登録 15周年を迎え、これを記念し、市町、関係

団体・企業等とともに各種事業に取り組んだと乙ろ、令手口元年は熊野古道伊勢路に

対前年比 14.8%増の約 38万人の来訪者を迎えることができました。

しかし、地理的制約や、県内でも人口減少、高齢化が進行している地域であり、

特に若い世代(1 5 歳~29 歳}の進学、就職等による転出超過が多く、地域の活力を

維持していくためには、若者にとって魅力的な雇用の場の創出につながるよう、観

光振興、産業振興等に取り組んでいく必要があります。

2 令和 2年度の主な取組

( 1 )熊野古道等地域資源を活用した取組

①国内外からの誘客

和歌山県や中部各県等と連携し、欧米豪を中心とした個人の外国人旅行者

(F I T)を主なターゲ、ットに、東紀州地域の情報発信や受入環境の整備に取り

組み、国内だけでなく海外からの誘客を促進します。

②熊野古道の価値の次世代への継承

熊野古道や周辺地域の豊かな自然、歴史、文化等の価値を次世代に継承する

ため、東紀州地域の小中学生が地域に古くから伝わる技術や伝統を体験したり、

高校生が発掘した地域の魅力を外国人等に知ってもらうための体験ツアーを企

画したりすることで、若年層の「ひとJづくりを進めていきます。

③スペイン・バスク自治州等との逮携

令和元年 11月に「世界遺産の巡礼道を生かした協力・連携に関する覚書Jを

締結したバスク自治州と連携し、世界遺産の巡礼道の価値をさらに高めるととも

に、人々の理解が深まり、より多くの人に巡礼道を訪れてもらえるよう、相互の

情報発信と交流に取り組みます。

( 2 )集客交流拠点の活用

①熊野古道センタ一

平成 19年2月に情報発信と集客交流の拠点として整備し、 NPO法人熊野古

道自然・歴史・文化ネットワークが指定管理による運営を行っています。

魅力的な企画展や交流会、体験学習を実施するとともに、熊野古道に関するビ

ジターセンターとしてワンストップの情報提供窓口をめざし、利用者満足度の向

上に取り組んでいます。
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